
（１）市民参加の実施内容
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③募集期間 ④受付方法 ⑤開催日・場所等 ⑥対象者・人数等
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<審議会委員の構成>
学識経験者４名
事業所１名
農業団体代表１名
環境団体代表１名
公募の市民５名

―
<第３回環境審議会>
R2/10/9.市役所庁議室

⑨市民参加手続実施後の検証⑦委員構成 ⑧結果の公表 ⑨意見の反映 ⑪その他特記事項

広報やホームページでの周知を行ったが、結果として意見はなかった。改正内容が、市民の方には関心の低い部分であり、やむを得ないと考える。

市民参加の方法を選択
した理由・実施時期（流
れ）を選択した理由

・専門的な見地からの調査や審議、意見を聴取する必要があると考えたため。
・時間や場所等に拘束されず、意見表明ができるため、幅広い市民から意見聴取が可能と考えたため。
・素案を広く周知するとともに、素案に対する具体的な意見を聴取できると考えたため。

⑩工夫したこと

流山市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正

市が考える
市民等への影響

〈メリット〉
人口増加及び高齢者の増加に伴い、墓地の需要が高まるという事態に対応することができる。

〈デメリット〉
なし。正式名称

近年、流山市では人口が増加しており、それに伴い今後墓地の需要が高まると予想される。さらに、おおたかの森地域でみられるように急速な都市化により樹木葬等の新しい墓地を希望されることが多くなってきている。しかし、流山市墓地等の経営の許可等に関する条例には、住宅
等から距離をとらなければいけない等の基準があり、新しい墓地ができにくい状況である。そのため、条例を一部改正し今後の墓地に対するニーズに応えるようにする。
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市民参加の手法 ①開催告知日

概　要

結果　（途中・終了）
令和３年４月１日時点

担当課（　　　　　　　　環境政策課　　　　　　　　　　　　）

２　市民参加の手続　実施結果について

タイトル 流山市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正



（２）実施された市民参加の流れ ＊継続的なもの
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